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Ⅰ 教育相談 

１ 教育相談 

 (1) 事業概要 

 ア 目的 

いじめや不登校、その他問題行動に対する学校の対応を総合的に支援するとともに、問題

行動等の未然防止、早期発見、早期対応の取組を、学校と教育委員会が一体となって推進し

ます。 

 

 イ 内容 

(ｱ) 教育相談室（面接相談・電話相談） 

教育センターの教育相談室は、幼児・児童・生徒及び保護者等からの学業、進路、いじめ

等の教育上のさまざまな悩みについて、臨床心理士による面接相談や電話相談を行います。 

また、児童・生徒に配付しているタブレット端末を活用した相談窓口を開設しています。 

さらに、教育相談研修会や子ども家庭・若者サポートネットワーク等を活用し、関係機関

と緊密に連携することにより、総合的な教育相談機能の強化を図ります。 

 

(ｲ) スクールカウンセラーの配置 

全区立小・中学校に臨床心理士または臨床発達心理士の資格を有するスクールカウンセラ

ーを配置し、学校生活におけるさまざまな悩みや不安について、児童・生徒や保護者を対象

にカウンセリング等を行い、児童・生徒の状況や解決すべき課題の把握に努めます。 

また、教職員に対して助言や提案を行い、教職員と連携した校内体制の充実を図り、児童・

生徒の心の健康保持に努めます。 

 

(ｳ) スクールソーシャルワーカーの派遣 

平成 24 年度から、児童・生徒の不登校対策の一環として、社会福祉士等の資格を有する

スクールソーシャルワーカーを 2 名配置しました。平成 29 年度からは 3 名に増員して各学

校を定期的に訪問し、児童・生徒及びその保護者の抱える課題の解決に向けて学校への助言

を行ったり、関係機関とのネットワーク構築や連携・調整に当たったりしています。教育委

員会事務局内に設置した学校問題支援室（※）の構成員として活動しています。 

 

※ 学校問題支援室  

    学校問題支援室は「新宿区いじめ防止等のための基本方針」に掲げる基本理念に基づき、

いじめや不登校、その他問題行動に対する学校の対応を総合的に支援するため、教育委員会

事務局内に設置された専門家チームです。主に学校への継続的な助言や関係機関との連絡調

整、個別の事案へのフォローアップ等を行い、いじめ等の学校問題の未然防止に努めていま

す。 

【令和６年新宿区の教育、新宿区教育ビジョンより】 

第３ 一人ひとりの子どもが豊かに学べる教育環境の整備 
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 (2) 基礎データ 

  ア 職員配置状況（令和 6年 6月 1日現在） 

   (ｱ) 教育相談室（面接相談・電話相談）：教職経験者 4名、臨床心理士 6名 

   (ｲ) スクールカウンセラー（区費）：20名 

※スクールカウンセラー（都費）は 42名 

   (ｳ) スクールソーシャルワーカー：3名 

 

イ 実施日時及び対象 

   (ｱ) 教育相談室（面接相談・電話相談） 

     受付日時（面接相談のみ）：毎週月曜日～金曜日、午前 9時～午後 5時 30分 

          相談日時：毎週月曜日～金曜日、午前 9時～午後 6時(電話相談は午後 5時まで) 

対象：新宿区内の幼児・小学生・中学生・高校生及び保護者 

   (ｲ) スクールカウンセラーによる相談 

     相談日時：毎週 2回程度（スクールカウンセラーの出勤日） 

午前 10時 15分～午後 4時 15分 

     対象：在籍校の幼稚園児・小学生・中学生及び保護者並びに教職員 

   (ｳ) スクールソーシャルワーカーによる学校訪問・相談 

     定期訪問：各学期に１回程度 

     要請訪問：各校からの要請に基づく 

対象：区立小学校・中学校・特別支援学校 

 

 (3) 実績等の増減 

ア 教育相談室（面接相談・電話相談） 

    (ｱ) 面接相談受付件数                    

項目 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

小学生 112 116 113 135 148 

中学生 66 50 70 71 88 

高校生・その他 25 34 41 49 44 

就学前 5 4 8 10 4 

計 208 204 232 265 284 

面接相談回数 2,735回 3,041回 3,641回 3,630回 3,748回 

 

  (ｲ) 電話相談受付件数                    

項目 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

小学生 97 97 72 110 111 

中学生 39 44 51 29 27 

高校生・その他 16 26 11 8 16 

就学前 13 9 8 11 9 

計 165 176 142 158 163 

問い合わせ 23回 21回 16回 9回 5回 
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    (ｳ) スクールカウンセラー（区費）相談受理延べ件数 

学校 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

小学校 13,219 11,068 15,133 14,623 12,766 

中学校 4,153 3,635 4,306 3,943 4,149 

計 17,372 14,703 19,439 18,566 16,915 

【新宿区立「教育センター」Ｎｏ.１９～Ｎｏ.２３より】 

 

 (ｴ) スクールソーシャルワーカー相談件数 

項目 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

小学生 330 357 269 333 332 

中学生 161 150 134 136 112 

計 491 507 403 469 444 

【令和２年～令和６年新宿区の教育より】 

 (4) コストデータ 

単位 R3年度 R4年度 R5年度

93,229 98,378 96,900

事業費（Ａ） 5,832 6,757 7,942

人件費等（Ｂ） 87,397 91,621 88,958

減価償却費 0 0 0

87,145 90,979 91,970

6,084 7,399 4,930

％ 93.5 92.5 94.9

常勤職員 0.85 0.85 0.85

非常勤職員 26.00 27.00 27.00

項目

総計

特定財源

職
員
数

人

一般財源

一般財源投入率

千円

千円

 


